
大分県聴覚障害者センターの指定管理者の任意指定に係る 

外部有識者による評価について 
   

  令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 

大分県福祉保健部障害者社会参加推進室 

 

１ 任意指定の相手方 

（１）名 称  社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 

（２）代表者  理事長  西村 務 

（３）所在地  大分市大津町１丁目９番５号 

 

２ 意見聴取の実施日程等 

（１）実施日  令和７年８月２８日 

（２）会 場  大分県庁舎 新館１３階 １３４会議室 

 

３ 外部有識者 

松本 由美  氏 （大分大学福祉健康科学部 教授） 

下山 敬寛  氏 （別府重度障害者センター 所長） 

水谷 トシヱ 氏 （大分県地域婦人団体連合会 会長） 

光田 加壽子 氏 （税理士） 

 

４ 指定管理候補者選定の経過 

項  目 年月日 

県民からの意見募集 

 

令和７年 ７月１６日（水）～ 

令和７年 ８月１８日（月） 

有識者からの意見聴取 

（任意指定団体のヒアリング、審査、協議） 

令和７年 ８月２８日（木） 

 

 

 

５ 評価結果 

審査基準 評価項目 配点 得点 

１ 事業計画書の内

容が、県民の平等な

利用が確保される

とともに、サービス

の向上が図られる

ものであること 

（１）施設の設置目的及び県が

示した管理の方針 

（２）平等な利用を図るための

具体的手法及び期待される

効果 

（３）サービスの向上を図るた

めの具体的手法及び期待さ

れる効果 

 

２４点 

×４人 

＝９６点 

 

 

 

６２．７５点 

２ 事業計画書の内

容が、施設の効用を

最大限に発揮する

ものであること 

（１）利用者増を図るための具

体的手法及び期待される効

果 

（２）施設の維持管理の内容、

適格性及び実現の可能性 

 

２８点 

×４人 

＝１１２点 

 

 

 

６９．００点 



３ 事業計画書の内

容が、施設の管理に

係る経費の縮減が

図られるものであ

ること 

（１）施設の管理運営に係る経

費の内容 

 

２０点 

×４人 

＝８０点 

 

 

 

４０．００点 

４ 事業計画書に沿

った管理を安定し

て行う能力を有し

ているものである

こと 

 

（１）収支計画の内容、適格性

及び実現の可能性 

（２）安定的な運営が可能とな

る人的能力 

（３）安定的な運営が可能とな

る経理的基盤 

（４）事業及び施設の運営実績 

 

２８点 

×４人 

＝１１２点 

 

 

 

６７．００点 

計 

  

１００点 

×４人 

＝４００点 

 

 

 

３１１．５０点 

 

６ 意見聴取結果 

大分県聴覚障害者協会を指定管理候補者とし、サービス改善提案事業についても協会の提

案どおり採択することが適当であるとの意見で一致。 

［付帯意見］ 

  特になし。 

 

７ 所管課の意見 

  社会福祉法人大分県聴覚障害者協会は、施設利用者である聴覚障がい者やその家族、支援

者等を会員としており、聴覚障がい者の実情に精通しているとともに、ニーズに応じたきめ

細かなサービスの提供が期待できる。また、手話通訳ボランティア団体等と幅広いネットワ

ークを構築しており、関係団体と連携して、手話通訳者や要約筆記者養成事業、生活訓練事

業などを実施した実績があるため、施設の運営と一体的な推進を図ることが可能であること

から、当該団体を指定管理候補者とすることが適当である。 


